
 

 

小佐野小学校いじめ防止基本方針 

                            令和６年 ３月改訂  

Ⅰ いじめ防止等のための対策に対する基本的な考え方 

 １ いじめ問題に対する基本姿勢 

 いじめは、児童生徒の心身の健全な発達に重大な影響を及ぼし、いじめを受けた児童

等の人権、教育を受ける権利を著しく侵害するものである。同時に生命及び人格の形成

に重大な影響や危険を与えるおそれがあるものである。 

   本校では、いじめはどの学校でも、どの子どもにも起こり得るものであること、ま

た、誰もが被害者にも加害者にもなり得るものであるという認識をもち、「いじめは人

間として絶対に許されない行為」であるという基本姿勢の下、本校の校訓である「敬

愛」の精神で「豊かな心をもち心身ともにたくましく生きる子どもの育成」を目指して

教職員全員で教育活動に取り組んでいく。 

 

２ いじめの定義  

   「いじめ」とは、児童等に対して、該当児童等が在籍する学校に在籍している等当

該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行

為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となっ

た児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

いじめ防止対策推進法（※以下法）第２条 

 

３ いじめの基本認識 

   未然防止への取組を重視しながらも、先に述べたように、いじめはどの学校でも、

どの子どもにも起こり得るものであること、また、誰もが被害者にも加害者にもなり得

るものであるという前提に立ち、本校全職員でいじめに対して以下の認識をもって指導

にあたる。 

  （１）いじめは人権侵害であり、決して許されることはない。 

（２）いじめは人間関係のトラブルに起因しているため、被害者・加害者双方、並びに

それを取り巻く集団に対し、適切な指導と支援を行う。 

（３）いじめは教師の人間観・児童観・指導観が大きな影響を及ぼす。 

（４）いじめは各家庭の教育のあり方や環境が大きく関わっている。 

（５）いじめはその行為や態様により、犯罪行為と見なすことができる。 

（６）いじめ事案が発生した場合、学校・家庭・地域・行政が連携して解決に向けた取

組を行うものである。 

 

 

 

 



 

 

Ⅱ いじめ防止等のための具体的取組 

１ いじめの未然防止 

（１）基礎・基本的事項の習得とすべての児童が参加・活躍できる授業をめざし、わか

る授業づくりをすすめる。 

（２）道徳教育の充実を図り、特別活動を通して規範意識や集団の在り方等についての

理解と実践的態度の育成に努める。 

（３）児童会のレクリェーション、あいさつ運動、集団遊びなど縦割りグループを活用

して異学年交流を積極的に行うことを通して、人との関わり方を身に付ける。 

（４）情報モラル教育を通して、インターネット上のいじめが重大な人権侵害にあた

り、被害者等に深刻な傷を与えかねない行為であることを理解させ、関係機関と連

携して必要な啓発活動を実施する。 

（５）下記の児童を含め、学校として特に配慮が必要な児童については、日常的に当該

児童の特性を含めた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の児童に対

する必要な指導を組織的に行う。 

  ①発達障がいを含む、障がいのある児童 

  ②海外から帰国した児童や外国人の児童、国際結婚の保護者を持つなどの外国につ

ながる児童 

  ③性同一障がいや性的指向・性自認に係る児童 

  ④東日本大震災により被災した児童 

   

２ 早期発見の取組 

（１）児童理解 

   指導要録・生徒指導ファイル・家庭環境調査票などを活用して児童理解に努め、適

切な指導が行えるようにする。 

（２）心の相談箱 

「心の相談箱」とは、児童が相談したい内容、相談したい相手を用紙に記入して「心

の相談箱」に投函する取組である。教育相談担当は、定期的に心の相談箱を点検し、

相談用紙が入っている場合は、すみやかに教育相談を設定する。原則相談者の秘密を

守ることとしているが、相談内容が、いじめもしくは、今後いじめに発展していくお

それのある場合は、校内で情報を共有し対応していくようにする。 

（３）いじめ認知事案報告用紙作成といじめ対策委員会の実施 

  報告された事案を対策委員会で話し合い、積極的にいじめを認知し指導にあたる。 

（４）生徒指導情報交流会 

   毎週水曜日に職員集会を行い、各学年の児童についての情報交流を行い、全職員が

共通理解のもとで一貫した指導が行えるようにする。また、会議等で資料提示や研修

会伝講を通して話題提供を積極的に行い、いじめ問題に対して教職員の意識を高める

ようにする。 

（５）スクールカウンセラーとの情報交流会 

スクールカウンセラーの定期的な学校訪問により、児童の様子等について助言を受 

ける。教育相談担当と養護教諭を窓口とし、児童の様子について情報交流を行う。



 

 

また、留意したい児童や学級については、スクールカウンセラーが直接教室に出

向いて様子を観察する等、より客観的な視点から児童の状況をとらえるようにす

る。 

（６）アンケートや教育相談の実施 

  年に 2回いじめに関するアンケート調査を行ったり、学期初めに教育相談を実施し 

たりして、訴えやすい体制を整える。 

３ いじめ発生後の対応 

（１）いじめを発見したときは、その場でいじめ行為をやめさせ、いじめを受けた児童やい

じめを知らせてきた児童の安全を確保し、事実関係の概要を明らかにする。 

（２）発見者は、速やかに学年・学団・副校長・生徒指導主事に報告する。また、副校長は、

校長に報告し、情報の共有を図る。 

（３）生徒指導主事は副校長と連携して関係する職員を招集し「いじめ対策委員会」を開催

し、その後の対応を検討する。（事態によっては、警察への通報を要する事案であるか

検討も行う。） 

（４）いじめられている児童、いじめを行った児童から事実関係を詳細に聞き取り確認を行

う。 

（５）いじめが確認された場合は、その再発を防止するため、いじめを受けた児童及びその

保護者に適切な支援を行うと共に、いじめを行った児童の指導及びその保護者への助言

を行う。 

（６）いじめを受けた児童が学校生活で安心して生活できるようになるまで、複数の職員で

見守る体制をとる。 

（７）いじめを行った児童に対して、教育上必要が認められる場合は、学校教育法施行規則

第 11条の規定に基づき、適切に懲戒を加えることができる。 

 

  学校教育法施行規則第 26条の規定（抜粋） 

   校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当たっては、児童等の心身の発達に応ずる等教育

上必要な配慮をしなければならない。 

  【退学の規定】 

    一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

     四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者 

 

（８）いじめが起きた集団に対して、学級会、学年集会等を開き、いじめは許されない行為

であり、根絶しようという意識をもたせる。 

（９）「いじめ対策委員会」で確認されたことは、教職員全員で情報の共有を図る。 

 

いじめに対する措置（法第２３条第１項） 

学校の特定の教職員が、いじめに係る情報を抱え込み、学校いじめ対策組織に報告を行わな

いことは、いじめ防止対策推進法第２３条第１項に違反し得る。 

 

 

 



 

 

担 任 

発 見 者 

 

【いじめ発生時の連携・指導の系統図】※原則下記の通りとする。 

 

警 察 

釜石市 

教育委員会 

４ 重大事態への対策 

（１）重大事態の定義 

   ① いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認

めるとき 

   ② いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀

なくされている疑いがあると認めるとき (法２８条) 

   ③ 児童や保護者から「いじめられて重大事態に至った」という申し出があった場合 

※重大事態として扱われた事例としては以下のようなものがある。 

   ・軽傷で済んだものの、自殺を企図した。 

   ・カッターで刺されそうになったが、咄嗟にバックを盾にしたため刺されなかった。 

   ・嘔吐や腹痛などの心因性の身体反応が続く。 

   ・複数の生徒から金銭を要求され、総額１万円を渡した。 など 

   なお、これらを下回る程度の被害であっても、総合的に判断し重大事態と捉える場合

があることに留意する。 

（２）重大事態への対処 

   ① 重大事態が発生した旨を、市教育委員会に速やかに報告する。 

   ② 市教育委員会と協議の上、該当事案に対処する組織を設置する。 

   ③ 上記組織を中心として、事実関係の調査及び関係機関との連携を図る。 

   ④ 上記調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他

の必要な情報を適切に提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 校 長 副 校 長 

学 年 

学 団 

生徒指導主事 

いじめ 

事案発生 



 

 

Ⅲ その他 

１ 学校評価 

いじめの把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、以下の３点を学校評価 

の項目に加え、適正に自校の取り組みを評価する。 

①いじめの未然防止に関わる取り組みに関すること 

②いじめの早期発見に関わる取り組みに関すること 

     ③校内研修においての取り組みに関すること 

２ いじめの解消 

  いじめが解消している状態とは、少なくとも次の２つの要件が満たされている必要

がある。 

（１） いじめに係る行為が止んでいること。 

   ※少なくとも３カ月の期間を目安とする。 

（２） 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと。 

     本人と保護者に必ず確認をする。 

３ その他の留意事項 

（１）校務分掌の効率化 

    教職員が児童と向き合い、いじめ防止に適切に取り組んでいくことができるように

するため校務分掌を適正化し、組織体制を整えるなど、校務の効率化を図る。 

  （２）地域や家庭との連携 

    いじめ防止にかかわる指針及び取り組みについて、保護者及び地域に公開し、理解

と協力を得る。また、より多くの大人が児童の悩みや相談を受けることができるよ

うにするため、学校と家庭、地域が組織的に連携・協働する体制を構築する。 

  （３）いじめ防止基本方針の見直し 

    より高い取り組みを実施するため、実情に即して適切に機能しているかいじめ対策

委員会を中心に点検し、必要に応じて見直しを図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

・情報共有のために 

被害児童から…担任 

・生徒指導主事は、 

【いじめ認知】 

いじめの行為が止んでいるか 

いじめ発生時の連携・指導の流れ 

 いじめの情報      担任（→学年長）   

 いじめの発見                 ・担任（学年長は）  

 いじめの疑い                 ・生徒指導主事に 被害児童への 

（アンケートや保護者）  生徒指導主事     ・口頭（メモ）で 安全配慮 

    （不在又は授業中の   ・いじめの情報を 

             場合は、副校長へ）  ・同日中に報告  

  

  

 情報の共有（管理職・教育相談担当・養護教諭など） 

 聞き取り調査の方法・役割分担の確認        ・管理職に、         

                          ・口頭 

                           （様式・メモ）で 

                          ・いじめの情報を 

                          ・同日中に 

                          ・指示を仰ぐ 

  聞き取り調査     

  （事実の有無）   加害児童から…担任・生徒指導主事 

            （複数の場合）…生徒指導主事・教務主任・担任外 

            ほかの児童から…担任・生徒指導主事 

  

 

【いじめ防止等対策委員会】  

  調査結果の共有    被害児童の支援…担任 

  いじめの認知 加害児童の指導…担任・生徒指導主事 

  対応方針の決定 他の児童への支援・指導…担任・生徒指導主事 

  明確な役割分担 双方の保護者への説明…担任 

             市教育委員会への発生報告…生徒指導主事（副校長） 

 

             【今後の対応】 

             被害児童及び保護者への支援 

             加害児童への指導 

 いじめに対する措置   加害児童保護者への助言 

   （継続的）     スクールカウンセラーの活用 

             警察、弁護士との連携 

             その他、児童相談所や市福祉課等の活用 

  

 

  

 

  被害児童・周囲の児童等から…担任 

  いじめの解消 被害児童が心身の苦痛を感じていないか 

  （３か月を目安）    被害児童及び保護者に必ず確認する…担任 

                               生徒指導主事 


